
令和６年度分 市民税・県民税申告書の書き方

日ごろより本市の税務行政にご協力いただき、厚くお礼申しあげます。

令和６年度分 市民税・県民税申告書について、別紙記載例を参考にご記入いただき、２月１５日（木）から３月

１５日（金）の申告期間中に必ず提出してくださいますようお願いします。

また、令和５年（令和５年１月１日から１２月３１日まで。以下同じ。）中に収入がなかった場合は下記を参照し

て申告書にご記入ください。

社会保障・税番号（マイナンバー）制度の開始により、

市民税・県民税申告書の提出の際には、

「個人番号（マイナンバー）の記載」+「本人確認書類の提示又は写しの添付」
が必要です。

【本人確認書類の例】（①又は②）

① マイナンバーカード

② 通知カード及び運転免許証（公的医療保険の被保険者証、パスポート、障害者手帳等）

●令和５年中に収入がなかった方

令和５年中に収入がなかった場合でも、国民健康保険税の軽減判定、後期高齢者医療制度の保険料の軽減判定、

介護保険料の段階判定、市営・県営住宅の家賃の算定等のために、市民税・県民税の申告が必要となります。

申告書第一表の住所・氏名・生年月日・電話番号・個人番号欄及び合計所得欄に「０」と記入し、提出してくださ

い。

（裏面へつづく）
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申告会場は、大変混雑しますので、

郵送での提出が便利です。

●郵送による申告書提出について

申告書の提出は郵送でも受付けています。郵送で提出する場合は次の点にご注意ください。

１．下記の「申告書に添付していただくもの」で該当する書類を必ず添付してください。

２．申告書第一表「住所・氏名・生年月日・電話番号・個人番号」欄に記入してください。（申告内容の確認をさ

せていただく場合がありますので、日中に連絡が可能な電話番号を必ずご記入ください）

３．下記の「お問合せ先」に郵送してください。（郵送料は本人負担となります）

申告書に添付していただくもの

○マイナンバーカード[表裏・両面]の写し（ない場合は、通知カードの写しと運転免許証等の写し）
○自営業・不動産所得者は令和５年分の収支内訳書

○給与所得者は令和５年分源泉徴収票（ない場合は、給与支払明細書の写し）

○利子・配当などの所得がある場合は、令和５年分の支払証明書

○社会保険料・生命保険料・地震保険料・寄附金などの控除を受ける人は、令和５年分の領収書又は証明書

○医療費控除を受ける人は、医療費控除の明細書。セルフメディケーション税制による医療費控除の特例の適用

を受ける場合は、セルフメディケーション税制の明細書及び一定の取組を行ったことを明らかにする書類が必

要です。（例…健康診断等の結果通知表の写しやインフルエンザ予防接種の領収書等）

※医療費控除は、従来の医療費控除又は特例のどちらか一方のみ受けることができます。

○障害者控除を受ける人は、障害者手帳の写し又は障害者控除対象者認定書

○配偶者特別控除を受ける人は、配偶者の令和５年中の収入額がわかる書類（源泉徴収票等の写し）

（注）市役所では、下記の内容の申告は受付けることができません。税務署での申告となりますのでご注意くださ

い。

●青色申告

●住宅借入金等特別控除の確定申告

●譲渡所得（土地、建物、株式などを売った所得）・先物取引に係る雑所得等の確定申告

●山林所得・災害減免・外国税額控除・その他、特殊な内容の確定申告

お問合せ先 ：本庄市役所 課税課 市民税係

〒367-8501 埼玉県本庄市本庄3-5-3

℡ 0495-25-1123（直通）


